
令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日
防災課・健康福祉課・長寿介護課

令和６年 避難行動要支援者名簿及び
個別避難計画作成 説明会
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田原本町公式キャラクター
「タワラモトン」



本日の次第
１．開会

２．挨拶

３．避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成とは

４．質疑応答

５．閉会

６．委託事務について（事業所のみ）
居宅介護支援事業所は弥生の里ホール
指定特定相談支援事業所は研修室１．２
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三課の連携
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防 災 課

防災・防犯に関すること

健康福祉課

・健康増進

・社会福祉

・障害者支援等

長寿介護課

・介護保険

・介護予防

・高齢者支援等



説明会の目的

本日の説明会でお話しすることは、

個別避難計画の作成を通じて、高齢者や障がいのある人など自力

での避難が難しい方が安心して暮らしていける地域にしていくた

めに、皆さまにご協力いただきたいことです。

個別避難行動要支援者名簿とは何か、個別避難計画とは何か、な

ぜ作る必要があるか、どうやって作成するのか、 などを皆さま

にお話しさせていただきます。
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田原本町について

・田原本町人口 31,464人（令和６年4月1日現在）
・６５歳以上人口 10,064人
・高齢化率32.0％
・世帯数 11,870世帯（令和２年国勢調査）
・高齢者世帯数 2,048世帯 17.2％
・独居世帯数 1,323世帯 11.1％

・避難行動要支援者数
要支援・要介護状態1,000人
障害者手帳等所持者 419人
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経緯と取り組みついて

・平成２５年の災害対策基本法の改正により市町村に避難行動
要支援者名簿の作成が義務化となる。

・令和３年5月…災害対策基本法が改正され、避難行動要支援
者ごとに個別避難計画の作成が努力義務となる。

・令和５年3月…避難行動要支援者の避難支援の基本的な考え
方や進め方を明確にすることで、支援を適切かつ円滑に実施
することを目的として、田原本町避難行動要支援者避難支
援プランを定めた。

・令和５年4月…名簿の更新を行い、要支援者に名簿の登録の
意向確認及び避難支援関係者の提供の同意、計画作成の意向
確認を実施。

・令和５年１２月～令和６年２月個別避難計画作成モデル事業
実施。
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●昭和57年8月

台風10号による被害が甚大

・家屋損壊：108棟

・床上浸水：432棟

・床下浸水：620棟

・床上浸水：10棟
・床下浸水：46棟

H19年以前の浸水被害

H29年台風21号浸水被害

田原本町の過去の水害概要と浸水想定区域



〇自分を守る（自助）
〇地域や身近にいる人同士が助け合う（共助）
〇国や県、田原本町などの役所のする（公助）
災害の被害を最小限におさえるためには
自助・共助・公助それぞれが災害対応力
を高め、連携することが大切です。

災害から身を守ろう
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避難行動要支援者名簿について
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１．避難行動要支援者名簿とは

「避難行動要支援者名簿」とは、災害対策基本法に基づき、災害が起こったとき

に、自力で避難することが難しく、支援を必要とする方々（避難行動要支援者）を、

町が把握し、作成する名簿です。

① 単身世帯又は高齢者のみの世帯に属する高齢者（７５歳以上）

で、要支援１・２又は要介護１・２の認定を受けている者

② 要介護認定３以上の者

③ 障害者手帳１・２級（肢体、視覚、聴覚・言語、内部）を所有する者

④ 療育手帳Ａ判定所持者

⑤ 精神障害者保健福祉手帳１級所持者

⑥ 重症難病患者（特定疾病医療受給者）

⑦ その他避難支援等関係者が支援の必要を認めた者

※田原本町避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）より



避難行動要支援者名簿について
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２．どのような使い方

〇平常時
災害発生時にスムーズな避難支援等を行えるようにするために、同意

いただいた方については、災害が発生していない平常時から名簿情報を
避難支援等関係者に提供します。
①避難支援等関係者
・自治会長・民生児童委員
・介護支援専門員や相談支援専門員等の福祉専門職
（日常から要支援者と関わる者）

〇災害発生時
安否確認や避難支援等に必要な限度で名簿情報を避難支援関係者の
自治会長、民生児童委員等に提供できます。

①避難支援等関係者
②その他の者
・消防機関、警察、自主防災組織、社会福祉協議会等



避難行動要支援者名簿について
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要支援者について
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避難行動要支援名簿
登録者1,419人

同名簿情報平常時提供
同意者 714人

個別避難計画作成希望者
702人

要支援・要介護 ４７５人

障害者手帳所持者２２７人

令和６年４月１日時点



個別避難計画について

１．個別避難計画とは

災害時に、避難行動要支援者の避難誘導等を迅速かつ適切に実施する

ために、避難行動要支援者お一人ひとりの支援者や避難場所、経路等を

記載する避難計画です。

田原本町は計画作成を居宅介護支援事業所及び指定特定相談支援事業

所に委託予定ですが、計画作成者に責任を負うものではありません。

あくまでも主体は市町村です。

２．個別避難計画を作成する対象者とは

避難行動要支援者名簿に記載されている方のうち、個別避難計画の作成

について同意をいただいた方が対象になります。
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個別避難計画について

３．情報共有について

災害の発生に備えて、避難支援等の実施に必要な限度で個別避難計画の

情報を避難支援等関係者に提供します。また災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から

保護するために、特に必要があると認めるときは、町は避難支援等の実施

に必要な限度で、避難支援等関係者、その他の者に対し、個別避難

計画情報を提供することができます。

４．活用方法

・地域間の繋がりを深める

・行政や地域が行う避難支援活動において要支援者の避難サポート
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個別避難計画（計画作成数の予定）
１．個別避難計画の種類について

個別避難計画は、次に掲げる２種類とする。

（１）事業所や地域の方と作成する個別避難計画

優先度の高い避難行動要支援者から順に地域の方と連携して作成する。

（２）本人・関係者記入の個別避難計画（自己作成）

本人又はその関係者が記入し、町に提出する。
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 自己作成者数

要支援・要介護 150 150 100 100

障害者手帳所持者 20 20 14 153

合計 170 170 114 253



皆様にお願いしたいこと（役割分担）

17

２．個別避難計画作成に係る関係者とは
個別避難計画作成にあたって連携する関係者としては、自治会、民生児童委員、
介護支援専門員や相談支援専門員等の福祉専門職、自主防災組織等

人材や備蓄品を把握
・自治会内の関係者の調整
・支援者の検討
・備蓄品の準備等

対象者との信頼関係
・要支援者や家族に説明
・地域調整会議の開催
・計画書を要支援者や家族に提供

支援が必要な方を把握
・要支援者の名簿の管理
・名簿の提供及び計画作成の意向確認
・自治会へ定期的な名簿や計画書の提供
・取組関係者間の連携調整

自治会の役割

介護支援専門員・相談支援専門員

行政の役割
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計画作成依頼から完成まで
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①役場から自治会へ避難行動要支援者名簿を配布
②名簿登録者の方で計画作成の同意にあった要支援者を順次作成していく。

計画作成の流れ

計画作成における地域調整会議

要支援者の情報共有

①支援者・避難先

②「どこに」「誰と」「どのような方

法で」「どのようなものを持って」

等を決める。

③計画を活用した避難訓練等の

検討

介護支援専門員・相談支援専門員 完成した計画書は役場に提出

①役場より事業所の担当

者（介護支援専門員や相談

支援専門員）に要支援者の

計画作成の依頼が入る。

②事業所担当者又は役

場が自治会に協力依頼

を行う。

自治会

事業所担当者又は役場か

ら計画作成の協力依頼を

受けて会議に参加する自

治会の代表等を決める。



モデル事業の地域調整会議
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個別避難計画を作ることによって・・・

一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いなが
ら暮らしていくことができる包括的なコミュニティ、
地域、社会を創る。個別避難計画作成は地域のつな
がりの再構築につながる。
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地域共生社会の実現



計画作成においてこんな場合は
Q１．地域連携会議のメンバーは。

要支援者、家族、支援者、自治会関係者、民生児童委員、介護支援専門員、相談支援専門員です。必ずしも

全ての方が参加いただく必要はありません。

Q２．要支援者の状態が変わり避難方法が大きく変わる場合は。

状況に応じて、再度計画を変更していただきます。

Q３．実行できなかった場合にどうなるのか。

計画の実行が出来なくても関係者の方に責任を負うものではありません。あくまでも地域の避難支援活動の

助けとなるものです。

〇計画はどんな場合に実行となるのか

レベル３ 高齢者等避難（高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり避難の準備をしたり

危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

〇自治会において、避難時の支援が難しい場合は。

自治会でできることを共有してください。災害時に支援者が身を守る方法を関係者の方や町が連携し考えて

いければと思います。
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今後の予定

令和６年7月3日：自治会と事業所合同で説明会開催

（自治会に避難行動要支援者名簿を提供）

８月５日：民生児童委員向け説明会開催

（避難行動要支援者名簿を提供）

８月 ：事業所と契約開始

9月 ：令和６年度分の個別避難計画作成分を依頼

1０月 ：自己作成対象者に送付

令和７年４月 ：更新した避難行動要支援者名簿を自治会に配布

計画支援者のうち、優先度の高い方から順に、段階的に個別避難計画の作成

を推進していく予定です。

また、個別避難計画（自己作成）対象者については、ご本人や関係者が個別

避難計画を自ら作成できるよう支援を進める予定です。
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個人情報の取り扱いについて

24

名簿・計画情報については、町及び避難支援等関係者に守秘義務が課さ
れます。

避難行動要支援者名簿の管理について

要支援者の氏名、住所、連絡先など個人情報が含まれることから、自治会で取り
扱っている個人情報と同様に鍵のかかるところで適切に管理してください。避難支
援等に関する目的以外には使用できません。
下記についてもご留意ください。

１．できる限り屋外に持ち出さない

２．持ち出す場合は、紛失すること（風に飛ばされる等）のないよう細心の
注意をはらう

３．保管場所をしっかりと決めておく
４．名簿を管理する人をあらかじめ決めておく（例 役員までなど）
５．名簿を管理する人が交代する時には、後任に必ず引き継ぐ



最後に

この個別避難計画の作成にあたっては、地域の皆さま、

福祉専門職の皆さまのご協力が必要不可欠であります。

本人や家族はもちろん、地域の皆さま、福祉専門職の

皆さまが、お互い持っている知識・資源を出し合い、

全員が主体的に関わることで、より実効性の高い計画

になるものと考えています。

決して皆様が責任を負うものではありません。

ご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。
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